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段階的な学校再開セカンドステップを実施します。   

６月１日（月）よりクラスを２分割して学校を再開いたしました。 

子どもたちの学びの場としての学校をスタートできたことは、大変う

れしいことと思っております。児童の登下校の安全の見守りには、今

まで同様、多くの保護者の皆様や地域の皆様に大変お世話になりまし

た。あらためて、心より感謝申し上げます。 

さて、６月１５日（月）より１週間、段階的な学校再開セカンドス

テップに移行します。「学校再開に向けてのガイドライン（葉山町教

育委員会）」に基づき、クラスを分けずに午前３時間授業を予定しております。午前中の授業時間は、こ

れからのファイナルステップに向け通常の午前の授業時間にできる限り近いものとしました。これによ

り生活リズムも整えられるとよいと考えています。 

前回の学校だよりでも掲載いたしましたが、教室等でのいわゆる「三密」を避ける、教室内の換気・ 

消毒を継続するなど、引き続きできる限りの感染予防に留意していきたいと考えております。 

 

 学校再開セカンドステップ  ６月１５日（月）～1９日（土） クラスを分割せず午前登校 

 15日（月） 16日（火） 17日（水） 18 日（木） 19日（金） 

登校 ～8:25      

朝の会 8:30～8:35      

葉小タイム（モジュール） 

 8:35～8:55 

     

授業（1時間目） 

8:55～9:40 
     

5分      

授業（2時間目） 

９:45～10:30 
     

5分      

授業（3時間目） 

10:35～11:20 
     

帰りの会 下校 ～11:30      

※ 「短い時間を活用して行う指導」（「葉小タイム」）を実施します。国語を基本としますが、しばら

くは、教科の進度等により他教科を実施することがあります。 

 ※ ご家庭での検温（健康観察表は毎日提出となります）・マスク着用につきましては引き続きお願い

いたします。 

※ 発熱等体調不良の児童は直ちに早退となります。その際はお迎えをお願いいたします。 

感染防止のため、体調不良の場合は登校を控えるようお願いいたします。 

 ※ 登校を控え欠席される場合はご連絡ください。その際の、欠席の連絡は、当面の間「連絡帳」では 

なく「電話」でお願いいたします。    葉山小学校 ☎ ０４６－８７５－００６２ 
 

登下校の交通安全 

  登下校中の交通安全については、保護者の皆様や地域の皆様に見守りをしていただいているところ

ではありますが、登下校の際児童が少人数または一人になることがあり、車等から目立たなくなる場

面も想定されます。道路を横断する時、細い道を歩く時、駐車している車をよける時など、様々な危険

について学校でも交通安全指導をいたしますが、ご家庭でもぜひお声掛けくださるようお願いします。 

葉山小だより 

時間割・持ち物等は学級担任よりお知らせいたします。 



お知らせ 
１ マスクの着用について 

 ① 学校内 

   感染拡大防止のため、マスク着用での学校生活となります。教職員もマスク着用となります。 

 

 ② 登下校時 

   マスク着用をお願いしておりますが、このところ暑いが続き、登下校時にマスクを着用したまま

であると、頭部の熱放出が困難となり最悪熱中症の心配があります。そこで、周りの人とある程度の

距離が保たれ、周りの人と話をすることのない状況である場合には、マスクを外すこともやむを得

ないと考えております。ただし、マスクをせず友だちと近くで話しながら登下校することは感染予

防の観点から控えるよう学校では指導します。 

 

 ③ 体育の授業時 

   体育の授業でのマスクの着用に関しては、「学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性につい

て（令和２年５月２１日スポーツ庁事務連絡）」に基づき次のようにします。 

   ・児童生徒の間隔を十分に確保するなど感染リスクを避けることができる場合には、学校の体育

の授業におけるマスクの着用は必要ありません。（体育の授業が終了し次の授業を受ける際には

マスク着用となります。）ただし、児童がマスクの着用を希望する場合は、マスクを着用してい

てもかまいません。 

   ・マスクの着用時には、例えば、呼気が激しくなるような運動を行うことを控えたり、児童生徒の

呼吸が苦しい様子が見られる場合は、必要に応じてマスクを外し他の児童生徒との距離を２ｍ

以上確保して休憩するようにします。 

   なお、体育着に着替える際にも女子については更衣室を３か所に分け、少人数で着替えるように 

します。男子は教室での着替えとなります。 

 

２ 学校におけるその他の感染防止対策 

 ① 校内消毒〔消毒用アルコール、塩化ベンザルコニウム（薬剤師確認済み）を使用〕 

   多くの児童が手に触れる場所（机、椅子、給食配膳台、ドアの出入り口、蛇口、トイレ個室の鍵、

階段の手すり等）は、午前・午後の入れ替えの際及び放課後に教職員が消毒を行っています。電気の

スイッチは、当面児童は触れず教職員が操作し、消毒は同様に行っています。 

 

 ② 児童の手洗い 

   流水と石鹸での手洗い（登校後・トイレ後・教室外での活動後等）を徹底するよう指導します。 

 

 ③ 可能な限り教室等の窓を対角線上に開け、２方向からの対流を確保する（下校まで閉めない）。 

   今後暑い日には、エアコンを使用しますが、その際も窓を閉めないようにします。 

 

 ④ 当面、児童が対面となるような学習として、理科の実験、調理実習、グループ学習等は行いません。

感染状況により学習内容・形態を検討していきます。 

 

３ 保護者にご協力をお願いする感染症対策 

  健康観察表の記載・持参をお願いします。検温及び風邪症状等の健康観察とその結果の記入は、感染

拡大予防のためには大変重要です。例えば発熱に気づかず登校し教室に入ってしまったらと考えると

心配です。ぜひご協力くださるようお願いいたします。 
 

 

今年度の水泳学習について 
  

今年度の水泳学習は、次の理由によりすべての町内小学校で中止となります。 

 ・新型コロナウイルス感染予防のため、児童の健康診断が実施されていない。 

（今後いつ実施できるか逗葉医師会と調整中ではありますが、現段階では明確ではありません。） 

 ・更衣の際、三密の回避がきわめて困難である。 

 大変残念ではありますが、ご理解くださるようお願いいたします。 


